
占冠村の観光振興に取り組む地域おこし協力隊 募集要項 

 

１ 募集概要 

占冠村は、北海道のほぼ中心に位置し、面積の約 94％が森林で、人口約 1,496 人（令

和６年３月末日現在）の自然豊かな山村です。 

占冠村には、JR特急停車駅（占冠駅・トマム駅）が２駅あり、札幌駅からは１時間 30

分、北海道の空の玄関である新千歳空港駅や帯広駅からは約１時間、高速道路（道東自動

車道）を利用の場合、札幌南 IC～占冠 IC間は約１時間 30分、新千歳空港～占冠 IC間は

約１時間とアクセスも好条件となっております。 

また、雲海テラスで知名度の高い「トマムリゾート」を有し、パウダースノーを満喫で

きるスキー場、サイクリング、ロッククライミング、ラフティングなど、四季折々、様々

なアウトドアアクティビティが楽しめることから、国内外から多くの観光客の方に来訪

いただいております。 

占冠村では、新たな視点で、観光情報の発信や観光資源の掘り起こし、イベントの企画

運営などにより、より一層の観光の振興を図ることを目的に、「占冠村の観光振興に取り

組む地域おこし協力隊」を募集します。 

なお、活動の内容は下記に記載のとおりです。「占冠村の観光振興に取り組む地域おこ

し協力隊」として、NPO 法人占冠・村づくり観光協会（以下「観光協会」という。）と共

に、占冠村の更なる魅力の発掘、観光情報発信、地域の活性化のために活動していただき

ます。 

 

２ 活動内容 

 (1) 占冠村の観光情報の収集と発信（SNSを積極的に活用した情報発信） 

 (2) 占冠村の観光資源の開発、掘り起こし、イベントの企画運営 

 (3) 観光客誘致促進に係る企画立案及び実施 

 (4) 廃校を活用した観光プログラムの企画立案及び実施 

 (5) 観光協会事務局の運営管理業務及び事務全般 

 (6) 活動期間終了後の占冠村内で起業、就業するための隊員の特性に合わせた自主活動 

 (7) その他、観光協会の目的達成に必要な業務及び村長が必要と認める活動 

 

３ 募集対象 

  次のすべての要件を満たす方とします。 

 (1) 心身が健康で、かつ地域の活性化に意欲がある方 

 (2) 現在、三大都市圏をはじめとする都市地域等（過疎、山村、半島等の地域に該当しな

い市町村）に居住し、着任後は占冠村に住民票を移し居住できる方 

 (3) 応募時点で 20歳以上の方（性別は問いません） 



 (4) 地域の活性化に深い熱意と知識を有し、積極的に活動でき、活動終了後も引続き占冠

村に定住する意思のある方 

 (5) 法令等を遵守し、公序良俗に反しない行動ができると認められる方 

 (6) 普通自動車第一種運転免許を取得されている方（AT限定可） 

 (7) パソコン、モバイル端末で各種ソフトウエア（ワード、エクセル、SNS等）の基本的

な操作ができる方 

 

４ 求める人物像 

 (1) 占冠村キャッチフレーズ「自然体感占冠」に沿った占冠村の自然環境、歴史文化、観

光、教育など、幅広い分野に興味・関心のある方 

 (2) 野外活動や自然体験プログラムの企画・立案、情報発信が得意又は好きな方 

 (3) 自ら率先して関係各所と調整・協力しながら、柔軟に行動できる方 

 (4) コミュニケーション能力の高い方 

 (5) 起業や事業化を目指し、意欲的に取り組む意思がある方 

 

５ 募集人員 １名 

 

６ 活動場所及び勤務場所 

 (1) 活動場所 占冠村全域 

 (2) 勤務場所 道の駅「自然体感しむかっぷ」内 NPO法人占冠・村づくり観光協会事務所 

 

７ 勤務日及び勤務時間 

 (1) 勤 務 日 シフト制 週５日勤務（土曜日・日曜日も勤務日となることもあります） 

(2) 勤務時間 １日 ７時間 30分 

※ ただし、イベント等で時間外勤務をお願いする場合があります。その

場合は、振替休暇又は時間外勤務手当の対象となります。 

 

８ 雇用形態及び雇用期間 

 (1) 雇用形態 会計年度任用職員として占冠村が雇用します。 

 (2) 雇用期間 採用の日から令和７年３月 31日まで 

※ 年度ごとに更新し、最長３年まで延長可能です。 

 

９ 報酬・手当等 

 (1) 報 酬 月額 285,000円以内 

※ 学歴、職歴等により、占冠村特殊性が認められる労務に従事する会計年

度任用職員の給与に関する規則に基づき、決定します。 

 



 (2) 手 当 通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及

び期末手当 

 (3) その他 活動を行うために必要な旅費については、占冠村職員等の旅費に関する条

例に基づき支給します。また、研修等の参加に係る費用についても、予算の範

囲内で支給します。 

 

10 待遇・福利厚生 

 (1) 社会保険・雇用保険に加入します。 

 (2) 任期中の住宅使用料は占冠村が負担します。 

 (3) 占冠村への転居費用は、占冠村職員等の旅費に関する条例に基づき支給します。 

 

11 応募受付期間 

  令和６年４月１日～令和６年６月 30日 

 

12 応募方法 

 (1) 「占冠村の観光振興に取り組む地域おこし協力隊応募用紙」に必要事項記入のうえ、

郵送又は直接ご持参ください。（郵送の場合は、締切当日の消印有効） 

 (2) 提出書類（提出された書類は返却いたしません） 

  ①応募用紙 

  ②住民票抄本（住所・氏名・生年月日・性別がわかるもの） 

  ③自動車運転免許証写し 

 (3) 選考方法 

  ①第一次選考（書類審査）：募集期間終了後、結果を文書で通知します。 

  ②第二次選考（面接審査）：占冠村総合センター（占冠村役場）にて行います。詳細は、

第一次選考の結果とともにお知らせします。 

  ※ 応募に係る経費（書類作成費、交通費等）については、個人負担となります。 

 

13 応募書類送付先及びお問い合わせ 

  〒079-2201 北海道勇払郡占冠村字中央 

  占冠村企画商工課商工観光担当 

  電話番号 0167-56-2124（直通） E-mail:kanko@vill.shimukappu.lg.jp 

 


